
豊田 市自動 体外式除細動器 (ＡＥＤ )貸出要綱  

 

 （趣旨）  

第１条  こ の要 綱は、 健康 政 策課及び健康づくり応援課に配置した自動

体外式除細 動器（ 以下 、「 貸出用ＡＥＤ」という。）の貸出しに関し、

必要な事項 を定め 、本 市 で開催される催事又は行事等（以下「催事等」

という。）に参加 する 者の迅 速な救命活動に備えるとともに、安全の確

保を図るこ とを目 的と する 。  

 

 （貸出し の対象 ）  

第２条  貸 出用 ＡＥＤ は、 次 の各号のいずれかに該当する場合に貸出し

を行うもの とする 。た だし 、いずれの場合においても、利用場所は原

則として豊 田市内 とす る。  

（１）市の 施設に 配置 され て いるＡＥＤが、故障等により一時的に使用

でき なく な り、代 替用として備える場合  

（２）市等 が主催 （共 催を 含 む。）する催事等  

（３）市等 が後援 する 催事 又 は行事等  

（４）市民 が 10 名以上集まり、豊田市職員が市の業務として参加する営

利を 目的 と しない 催事等  

（５）市民 が 10 名以上集まり、豊田市職員が市の業務として参加しない

営利 を目 的 としな い催事等  

（６）市民 が 10 名以上集まる催事等  

（７）その 他市長 が認 めた 場 合  

 

 （貸出し の申請 ）  

第３条  貸 出用 ＡＥＤ の貸 出 しを受けようとするものは、原則として貸

出希望日の １か月 前の 日ま でにＡＥＤ（自動体外式除細動器）借用申

請書（様式 第１号 ）を 市長 に提出しなければならない。  

 

 （貸出し の期間 ）  

第４条  貸 出用 ＡＥＤ の貸 出 期間は、１回の申請につき７日以内（ただ

し、第２条 第１号 によ り貸 出しを行う場合の貸出期間は、この規定に

かかわらず 、当該 施設 に配 置されているＡＥＤが使用できる状態にな

るまでとす る。）とする。た だし、市長が特別な事由があると認める場

合は、この 限りで はな い。 なお、貸出期間の算定においては、閉庁日

を含む。  



 

 （貸出し の決定 ）  

第５条  市 長は 、第３ 条に よ る借用申請書が提出された場合、これを審

査し、貸出 しの可 否を 決定 し、使用予定日の概ね２週間前までに当該

申請者に通 知する 。  

 

 （貸出期 間が重 複す る場 合 の貸出しの決定）  

第６条  貸 出希 望日の １か 月 前の日までに提出された借用申請書につい

て、貸出し 希望期 間が 重複 する場合は、市長は第２条の各号の順序に

従い、貸出 先を決 定す るも のとする。なお、同順位に複数の申請があ

る場合は、 先着順 で決 定す る。  

 

 （運搬及 び維持 管理 ）  

第７条  貸 出期 間中に おけ る 貸出用ＡＥＤの運搬及び維持管理に要する

経費は、借 受者の 負担 とす る。ただし、貸出期間中、貸出用ＡＥＤを

傷病者に対 して使 用し た際 に、附属品のパッドを使用した場合、新し

いパッドへ の更新 は、 貸出 用ＡＥＤの返却後、速やかに、市長の責任

及び負担に おいて 行う 。  

 

 （借受者 の責務 ）  

第８条  借 受者 は貸出 用Ａ Ｅ Ｄを返還するまでの間において、善良なる

管理者の注 意を持 って 管理 するほか、貸出用ＡＥＤの使用に当たって

は、次の各 号に掲 げる 事項 を遵守するものとする。  

（１）貸出 用ＡＥ Ｄは 取扱 説 明書により適切に使用すること  

（２）貸出 用ＡＥ Ｄを 目的 外 に使用しないこと  

（３）貸出 用ＡＥ Ｄを 処分 、 転貸し、又は譲渡しないこと  

 

 （返却）  

第９条  借 受者 は、返 却予 定 日までに貸出し用ＡＥＤを借り受けた健康

政策課又は 健康づ くり 応援 課（足助支所内）へ来庁し、点検・確認を

受けた後、 返却す るも のと する。  

２  借受者 は、Ａ ＥＤ （自 動 体外式除細動器）使用実績報告書（様式第

２号）を返 却時に 提出 する ものとする。  

 

 （損害賠 償）  

第１０条  貸出期 間中 に貸 出 用ＡＥＤに起因する事故は、市の責に帰す



る事由を除 き、借 受者 がそ の責任を負わなければならない。  

２  借受者 が、故 意又 は過 失 により貸出用ＡＥＤを亡失し、又は破損さ

せた場合に は、原 状回 復又 は市長が相当と認める金額を賠償しなけれ

ばならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、

この限りで はない 。  

 

 （返還）  

第１１条  市長は 、次 の各 号 のいずれかに該当するときは、借受者から

貸出用ＡＥ Ｄを返 還さ せる ことができる。  

（１）借受 者が貸 出用 ＡＥ Ｄ を使用しなくなったとき。  

（２）市長 が必要 と認 めた と き。  

 

附  則  

 この要綱 は、平 成１ ９年 ２ 月２８日から施行する。  

 

   附  則  

 この要綱 は、平 成２ ３年 ２ 月１５日から施行する。  

 

   附  則  

 この要綱 は、平 成２ ５年 ４ 月１日から施行する。  

 

   附  則  

 この要綱 は、平 成２ ９年 ４ 月１日から施行する。  

 

   附  則  

 この要綱 は、平 成３ ０年 ４ 月１日から施行する。  

 

   附  則  

 この要綱 は、平 成３ ０年 １ １月１日から施行する。  

 

   附  則  

 この要綱 は、令 和４ 年１ ２ 月１日から施行する。  

 

附  則  

 この要綱 は、令 和６ 年１ 月 １０日から施行する。  

 



附  則  

 この要綱 は、令 和６ 年４ 月 １日から施行する。  

 


